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はじめに 

近年、深刻な問題となっている認知症を含めた高齢者や障がい者等（以下 

「高齢者等」という。）の消費者被害の防止の取り組みとして、平成 26 年   

6 月に改正され、平成 28 年 4 月に施行された消費者安全法（以下「安全法」

という。）の第 11 条の 3 の規定により、地方公共団体及び地域の関係者が  

連携した消費者安全確保地域協議会（以下「協議会」という。）を組織する   

ことが可能となりました。 

  本市においても、平成 31 年 4 月、消費生活センターが関係機関を構成員に

含めた法定の協議会を設置し、消費者被害に遭いやすく見守りが必要な高齢

者等（消費生活上特に配慮を要する消費者）を地域で見守るための取り組みを

進めているところです。 

  本協議会においては、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」

という。）の例外規定が置かれており、よりきめ細やかで実効性の高い見守り

活動を行うことが可能となりました。 

  高齢者等の消費者被害を防止するためには、地域の関係者が「顔の見える 

関係」を構築し、関係機関同士で必要な情報を共有し、適切な機関に「確実に

つなぐ」ことがとても重要となります。 

  そこで、本マニュアルでは、見守りの際ポイントや関係機関へつなぐ際の 

流れ等を簡単にまとめました。本マニュアルが地域から悪質商法を撃退する

際の一助となれば幸いです。 
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1.本市における消費者安全確保地域協議会 

 本市では、分野を越えたさまざまな団体が関わる広域の会議体（ネットワーク）

は存在していたものの、消費者問題に特化することで、被害の未然防止・早期 

解決のための活動を柔軟に行いたいと考え、消費生活センターが中心となり、 

新たに協議会を設置しました。なお、内容は以下の通りです。 

【名称】 

枚方市消費者安全確保地域協議会 

【協議会の役割】 

構成員間での情報共有で消費者被害の未然防止、早期発見等 

【設置日】 

平成３１年４月１日 

【根拠法令】 

消費者安全法 

枚方市消費者安全確保地域協議会設置要綱 

【構成機関】 

枚方警察署、交野警察署、大阪弁護士会、枚方市老人クラブ連合会、枚方市  

地域包括支援センター、枚方市社会福祉協議会、枚方市民生委員児童委員協議

会、枚方市危機管理部危機管理政策課、消費生活センター、健康福祉部健康づ

くり課、福祉事務所障害支援課、生活福祉課、子ども未来部子ども青少年政策

課                     (令和６年４月１日現在) 

  

【協議会のイメージ図】                                                     
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2.あなたも見守るメンバーの一員です 

（１）高齢者等のトラブルの特徴 

  高齢者の消費者トラブルには、次のような特徴があります。 

 

  ●だまされたことに気づきにくい 

   ⇒トラブルに遭っているという認識自体が低い 

  ●被害に遭っても誰にも相談しない 

   ⇒自ら声を上げて助けを求めることが難しい 

 

  つまり、こうした高齢者等の消費者被害の未然防止や拡大防止には、何より 

高齢者と日常的に接している身近な方々が、変化に気づき、声をかけ、相談  

機関につなぐことがとても重要です。 

周囲の見守り ⇒ 「気付いてつなぐこと」 
  

（２）見守りに求められる視点 

  高齢者等の相談は、一機関だけで終わらないケースが多く、生活の全体像を

つかみ、その後の生活支援に繋がるように関係機関と連携をとらなくてはなら

ないケースが非常に多くあります。つまり、「脆弱な消費者」がさまざまな被害

に遭いやすい傾向があることから、関係機関同士で情報を共有し、連携・協同  

して解決することは、高齢者等の日常生活に必要な経済的基盤を守ることにも

繋がることから、とても重要な取り組みです。 

 

継続的な支援 ⇒ 「連携・協同して解決につなげること」 
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（３）見守り時のポイント チェックリスト 

このような変化が見られたら、消費者トラブルに巻き込まれているサインです。 

  

□未使用の商品や見慣れない商品が置いてある 

□不審な納品書・請求書・不在通知などがある 

□不審な工事の見積書や工事事業者の名刺がある 

□通信販売・金融商品などのカタログ・ダイレクト

メールが届くようになった 

□聞きなれない事業者・商品名のメモ書きやパンフ

レットがある 

□カレンダーに事業者名・支払日など不審な書き 

込みがある 

□指輪・古着など普段使わないものを出している 

□電話機周辺などに見慣れない通信機器や工事の

形跡がある 

□見慣れない人の出入りや車の駐車がある 

□自宅の修理やリフォームを頻繁に行っている 

□宅配便が頻繁に届くようになった 

□電話や訪問におびえている様子がある 

□定期的な代引きや振込みが増えた 

□資産運用などの話題や羽振りの良い話が多く 

なった 

□お金に困っている様子が見られたり、借金の申出

があった 

□契約したことを覚えていないなど認知症の傾向

がある 

□急に外出が増え、定期的に集会などに通っている 
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3.消費者被害の通報から解決まで 

（１）一般的な流れについて 

 みなさんが周りの方々の見守り活動を行っている中で、消費者トラブルに 

巻き込まれているサイン、つまり、ちょっとした変化に気が付いたとき、どの 

ように対応しますか。関係機関につなぐことが大切ということは分かっていて

も、例えば実際にどこへ連絡をしたらいいのか分からないということもあると

思います。 

そこで、ここではまず、見守り関係者の方から消費生活センターへ相談が寄せ

られる際の一般的な流れについて、説明します。 

 

 

 

  

消費者庁「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」より 
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（２）個人情報と守秘義務について 

 消費生活センターへ連絡が行われる際の一般的な流れについてイメージ  

できましたか。しかしながら、こうした流れは分かっていても当事者の方が連絡

を望まれないとき、つまり、消費生活センターへの相談を勧めたものの、本人の 

同意が得られなかった場合にはどうすればいいのでしょうか。当事者自身が 

望んでいないにもかかわらず、関係機関へ相談に必要な個人情報を伝えること

にきっと戸惑いを感じることと思います。 

もちろん、地方公共団体、国の行政機関及び独立行政法人、個人情報取扱事業

者は、保有する個人情報を利用目的以外の目的のために利用したり第三者に 

提供したりすることは、それぞれ法律・条令によって、例外規定に該当する場合

を除き、原則禁止されています。 

しかし、解決しなければならない消費者被害が存在する又はその兆候がある

等の場合、協議会を設置している本市においては、個人情報保護法、個人情報 

保護条例の例外規定（「法令に基づく場合」）等に従って、情報の提供と共有が 

可能となっており、早期解決へつなげることが可能となっています。 

  

消費者庁「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」より 
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（３）問題解決のためのフローチャート 

 本協議会の関係機関およびその構成員においては、見守り活動の際に、消費者

被害を発見、または普段と違う変化に気が付いた場合には、以下の流れに沿って

対応するよう、お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●通報から、解決までの流れ 

①訪問先で  ・相談された ・被害を発見 ・被害を予見 したら 

②枚方市立消費生活センターへの相談を勧めてください 

 

 

③枚方市立消費生活センターが通報者と連携し、 

                状況確認を行います 

 

 

 

 

 

 

④必要に応じ、枚方市立消費生活センターが事業者と 

あっせん交渉 その結果・・・相談解決！！ 

◎内容の聞き取り 

◎関係書類の確認 

◎家 族 へ 連 絡 

※消費生活センターに本人が一人で来ることが出来ない

場合には、同行・書類の持参を依頼するとともに、関係機

関へ聞き取りを行います。 

※相談解決後、他の支援が必要な相談者については、消費生活センターから各関係機関へつなぐこと

で、継続的な見守りを協議会で行う場合もあります。 

相談の意思が「ある」場合 相談の意思が「ない」場合 

消費生活センターへ情報提供を行う 
とともに、引き続き、見守りを行う。 
※状況によっては、③へ進む。 
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４.参考資料 

連絡・通報シート 

   年   月   日 

枚方市立消費生活センター 
FAX：072-844-2433  
shouhi-cen@city.hirakata.osaka.jp 

  

連絡機関名  

担 当 者  

電 話 番 号   

相談者・契約者 

住  所  【初回相談日：    年  月  日】 

名  前  男・女 （年齢）  

電話番号  

 

◆各項目について可能な限り聞き取り、記入してください 

１ 今回の相談のきっかけは何ですか？ 

  訪問販売 ・ 電話勧誘 ・ 通信販売 ・ 路上での声かけ ・ その他（           ） 

２ 何を購入（契約）しましたか？ もしくは、どのような連絡がきていますか？ 現在、不安に思って

いることは何ですか？ 

  品  名 

  契約件名 

  そ の 他 

３ 連絡があった日や契約した日はいつですか？ 

  連絡や訪問があった日       年   月   日 

  契約日や商品が届いた日      年   月   日 

４ 契約金額はいくらでしたか？          円 

５ 代金の支払い方法は？   ・現   金   （支払い済み ・ 未払い）  

               ・クレジットカード（一括 ・ 分割）（信販名：         ） 

６ 現在、購入したものは手元にありますか？ （ あ る ・ な い ） 

                      （ 使用している ・ 使用していない ） 

７ 契約書など、業者が発行した書類は残っていますか？（ あ る ・ な い ） 

       契約書 ・ 領収書 ・ 見積書 ・ 納品書 ・ 名刺 ・ その他（          ） 

８ 業者について 

  業  者  名  

  担 当 者 名  

  連  絡  先   TEL             携帯電話番号 
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相談者について 

１ 相談を聞いた際、消費生活センターなどに連絡することについて、了承を得ていますか？  

（ は い ・ いいえ ） 

 

２ 相談者の主訴はなんですか？ 

・情報を確認したり、契約内容や書類を確認して欲しい 

・警察や消費生活センター、地域包括支援センターなどに連絡して欲しい 

・クーリングオフ等の手続支援をして欲しい 

・その他（                                  ） 

 

３ 相談者の 

①健康状態等は？（介護認定など） 

 

 ②判断能力は？ 

 

 ③生計状況は？ 

   年金受給 ・ 生活保護 ・ 親族等の扶養 ・ 就労収入 ・ その他（       ） 

 

 

 

４ 相談者には支援してくれる人はいますか？  （ は い ・ いいえ ） 

   はいの場合は支援者の名前・連絡先【                        】 

 

５ 消費生活相談以外にも、生活相談などを希望していますか？ （ は い ・ いいえ ） 

   はいの場合、どのような相談ですか？ 

 介護保険など ・ 障害者福祉 ・ 権利擁護 ・ その他（            ） 

 

 

 

その他、経緯や相談結果など 

 

 

※なお、消費生活センターへの連絡は、本連絡・通報シートを活用してもかまいません。 
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だまされやすさ心理チェック 
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クーリング・オフ制度 

 


